
農地制度の沿革

S30 S40 S50 H元 H10

農業をめぐる情勢 高 度 経 済 成 長 列 島 改 造 計 画 バ ブ ル 経 済 ＵＲ合意 地方分権・規制緩和

農 政 の 方 向 S22 S36 S42 H４ H10
○不在地主の全小作地、 ○農工間の生産性、 ○賃貸借による ○他産業並の労働時間、 ○食料自給率・生産

農 在村地主の１ha 農 生活水準の格差 構基 規模拡大 新 農 政 所得を実現する経営 農農 努力目標の策定
（北海道４ha）超過 業 是正 造本 ○農村における し 業 策 体の育成 政政 ○優良農地の確保と
小作地等の政府による 基 政方 土地利用区分 い ・ の 改改 有効利用

地 買収、売渡し 本 策針 の明確化 食 農 方 革革 ○意欲ある多様な担
○小作地率 法 の 料 村 向 大プ い手の確保・育成
46%→10% ・ 網ロ ○中山間地域等に対

改 グ する直接支払の導
ラ 入
ム

革
農 地 制 度

○農用地の有効利用と流動化を
S27 S37 S45 S50 S55 促進するための仕組みを整備 H５

権 利 移 動 ○農地改革の成果の維持 ○農業生産法人制度 ○目的に「土地の農業上の効率 ○利用増進事業 ○認定農業者制度
農 自作農主義 農 の創設 農 的な利用を図るため」を追加 農 による利用権 農 農

「農地はその耕作者自ら 地 ①形態要件 地 ・自作農主義→耕作者主義 地 設定の場合、 用 業
地 が所有することを最も 法 ②事業要件 法 ・書面に基づく合意解約等は 法 農地法の①、 地 経

適当であると認め」 改 ③構成員要件 改 許可不要 改 ③～⑤の適用 利 S55 H元 H２ 営 H５ H10
農業生産法人 法 ①権利移動制限 正 ④借入地面積制限 正 ○農業生産法人の要件緩和 正 除外 用 ○利用増進法 基 ○農業生産法人 ○転用許可基準

②転用制限 ⑤議決権要件 ・法人要件の④～⑦を廃止 増 農 による利用 特 市 盤 農 の要件緩和 農 の法令化
③小作地所有制限 ⑥雇用労働力要件 ・役員要件の追加 進 地 権の設定等 定 民 強 地 ・事業要件拡 地 ・許可基準面
④賃貸借の法定更新 ⑦配当制限 ○農地保有合理化法人制度の創 法 法 の場合、農 農 農 化 法 大（関連事 法 積の知事へ
⑤賃貸借の解約などの制限 設 改 地法の①、 地 園 促 改 業を追加） 改 の権限移譲

正 ③～⑤の適 貸 整 進 正 ・構成員要件 正 （２ha→４ha）
用除外 付 備 法 拡大(JA、合

法 促 理化法人、
S34 S44 S50 進 産直契約者

農 地 転 用 ○優良農地の確保と合理的土地利用 ○農地として利用すべき ○農用地利用 法 等を追加）
農 ○ゴルフ場等国民生活上必要性に乏 農 土地の区域、用途を明確化 農 増進事業の
地 しい施設は転用目的として不適当 ○上記用途以外への転用不許可 振 創設
転 ○許可基準 振 法 H元
用 ・立地条件、生産力等により農地 改 ○ゴルフ場等特

農 振 制 度 許 区分（第１種～３種） 法 正 農基 別規制の廃止 農 基
可 ・農業以外の土地利用計画との調 地準 ○農地区分の見直し 地 準
基 整を終了した地域から転用 転改 ○第１種農地の 転 通
準 ・調整を終了していない地域にお 用正 許可対象の拡大 用 達

いては第３種から転用 許 許 廃
可 可 止

H２～H12 ○農村活性化構想に基づ
く転用は第１種も許可

農村活性化土地利用構想

○農村活性化のための非農業的土地需要の計画的誘導
・基盤整備事業完了後８年未経過の土地についても
農用地区域からの除外可能

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H２ H７
主 食料自給率（供給熱量自給率：％） 79 73 60 54 53 53 48 43
要 耕 地 面 積（８月現在：千ha） 6,079 6,004 5,796 5,572 5,461 5,379 5,243 5,038
農 耕地利用率（％） 134 124 109 103 105 105 102 98
業 農 地 価 格（千円／10ａ）
指 中 田 (198) 346 (1,022) 914 1,310 1,658 1,873 1,977
標 中 畑 (129) 283 ( 914) 674 899 1,129 1,260 1,361（

農 家 戸 数（千戸） 6,057 5,665 5,342 4,953 4,661 4,376 2,971 2,651
全 耕作放棄地（千ha） － － － 131 123 135 217 244
国 不 作 付 地（千ha） 36 84 108 210 184 140 152 156）

注：農地価格は農用地区域内の地価。ただし、35年、45年の（ ）内は全平均地価。

（
次
官
通
知
）



H12 H13 H14 H15 H16

農業をめぐる情勢 長 引 く 不 況 ・ 財 政 危 機 Ｂ Ｓ Ｅ の 発 生

農 政 の 方 向 H11 H12 H13 H14

○食料の安定 ○食料自給率目標（H10 40％→H22 45％） 農の ○食の安全と安心の確保
食農 供給の確保 食農 ○生産努力目標 業た ○育成すべき農業経営への 食再 消費者第一のフードシステムの確立
料村 ○多面的機能 料村 （必要となる農地面積 H10:491万ha→H22:470ha） 構め 諸施策の集中化・重点化 と生 ○農業の構造改革を加速化
・基 の発展 ・基 ○食料、農業及び農村に関し総合的 造の 農プ 意欲ある経営体が躍進する環境条件
農本 ○農業の持続 農本 かつ計画的に講ずべき施策 改経 のラ の整備
業法 的な発展 業計 ・食料の安定供給の確保に関する施策 革営 ○優先度の高い施策への ン ○都市と農山漁村の共生・対流
・ ○農村の振興 ・画 ・農業の持続的な発展に関する施策 推政 思い切った重点化 人と自然が共生する美の国づくり

・農村の振興に関する施策 進策

農 地 制 度 地 方 分 権
H11 H11 H11 H11 ○機関委任事務の H15 H16

廃止
権 利 移 動 農 農強 特貸 市促 ○法定受託事務と H12 ○農業生産法人による多様な経営展開

地 業化 定付 民進 自治事務に事務 農強 ・認定農業者たる農業生産法人の構成員要件について 農律 ○農業委員会の必置基準面積算定
法 経促 農法 農法 区分を整理 ○農業生産法人の要件の 業化 認定期間中の特例を措置 業の の見直し
改 営進 地改 園改 農 見直し 経促 ○集落営農組織の担い手としての育成 委一 ○選挙委員定数の下限の条例への
正 基法 正 整正 ・法人形態要件拡大 営進 ・集落営農組織を農用地利用規程に担い手として位置 員部 委任

農業生産法人 盤改 備 （株式会社を追加） 基法 付け 会を ○農業委員会活動の重点化
正 地 ・事業要件拡大 盤改 ○遊休農地の解消及び利用集積を促進するための措置 等改 ○選任委員の選出方法の見直し

・構成員要件拡大 正 ・特定遊休農地の所有者等にその農地の利用に関する に正 ○選挙委員の解任方法の見直し
（地方公共団体等を追加） 計画の市町村長への届出を義務づけ 関す ○農業委員会の部会制度の見直し

法 ・役員要件拡大 する
（農作業に従事する者が る法
常時従事役員の過半） 法律

改 ○農地移動の下限面積要件
農 地 転 用 の弾力化 等

・下限面積設定時の大臣の
正 承認を廃止

H11 H15
15.4.1施行

農 振 制 度 ○「農用地等の確保等 ○農業生産法人以外の法人
農 に関する基本指針」 構 に係る農地法の特例

の策定 造 ○特定農地貸付法及び市民
振 （農用地区域内の農地面積 改 農園整備促進法の特例

H11：419万ha 革
法 →H22：417ha） 特

○農用地区域の設定 別 15.10.1施行
改 基準等の法定課 区 ○農地移動の下限面積要件の緩和

域 ○農業生産法人の事業範囲の拡大
正 法

H12 H15

地域の農業の振 ○地域農業の侵攻に向けた農業的土地利用と 市町村条例に基づく地 ○農用地保全区域と非農用地予定区域の設定
興に関する地方 非農業的土地利用の計画的な調整 域の農業の振興に関す ・非農用地予定区域における農用地区域除外、
公共団体の計画 ・農村活性化土地利用構想と同様の特例 る地方公共団体の計画 農地転用の要件緩和

H12
主 食料自給率（供給熱量自給率：％） 40
要 耕 地 面 積（８月現在：千ha） 4,830
農 耕地利用率（％） 94.5
業 農 地 価 格（千円／10ａ）
指 中 田 1,748
標 中 畑 1,210（

農 家 戸 数（千戸） 2,337
全 耕作放棄地（千ha） 343
国 不 作 付 地（千ha） 278）



H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

東日本大震災
農業をめぐる情勢 食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発 東京電力福島第一原子力発電所事故

農 政 の 方 向 H17 H22 H23
○食料自給率目標（供給熱量ベースH15 40％→H27 45％） ○食料自給率目標（供給熱量ベースH20 41％→H32 50％）

食基 （生産額ベースH15 70％→H27 76％） 食基 （生産額ベースH20 65％→H32 70％） 我漁の計 ○持続可能な力強い農業の実現
料本 ○生産努力目標 料本 ○生産数量目標（農地面積 H20:463万ha→H32:461ha） が業基画 ○６次産業化、成長産業化、流通効
・計 （必要となる農地面積 H15:474万ha→H27:450ha） ・計 ○食料、農業及び農村に関し総合的 国の本 率化
農画 ○食料、農業及び農村に関し総合的 農画 かつ計画的に講ずべき施策 の再方 ○エネルギー生産への農山漁村資源
業

（

かつ計画的に講ずべき施策 業

（

・食料の安定供給の確保に関する施策 食生針 の活用
・２ ・食料の安定供給の確保に関する施策 ・３ ・農業の持続的な発展に関する施策 との・ ○震災に強い農林水産インフラの構
農次 ・農業の持続的な発展に関する施策 農次 ・農村の振興に関する施策 農た行 築
村

）

・農村の振興に関する施策 村

）

・食料・農業・農村に横断的に関係する施策 林め動 ○原子力災害対策の取組

農 地 制 度 H17 H17 H21 H23

農 農強 ○特定法人貸付事業を農業経営 ○目的規定の見直し、責務規定の新設 ○地域主権戦略大綱を踏ま
権 利 移 動 地 業化 基盤強化促進法に規定 ・農地の効率的な利用を促進 農 えた基礎自治体への権限

法 経促 （構造改善特区制度の全国展開） ○農地の権利移動の規制の見直し 地 移譲（第２次一括法）
改 営進 農 ・解除条件付貸借制度、農協による農業経営 法 ・農地等の耕作目的での権
正 基法 ○農業生産法人の要件の見直し 改 利移動の許可権限をすべ

盤改 ・農作業委託者を議決権制限を受けない構成員に 正 て農業委員会に移譲
農業生産法人 正 地 ・関連事業者の議決権制限緩和

○農地取得の際の下限面積要件の弾力化
・下限面積の設定は農業委員会が行うことに

H17 法 ○農地の相続等の届出制度の創設
○小作地所有制限の廃止

特 ○市民農園の開設者要件の見直し ○標準小作料を廃し、賃借料情報を提供
定 （構造改善特区特例措置の全国での実施） 改 ○農地の賃貸借の存続期間を５０年まで可能に
農 ○遊休農地対策

農 地 転 用 地 ・農業委員会の指導対象は全ての遊休農地に
貸 正 ・農業委員会は毎年管内の農地の利用状況を調査
付 ・所有者不明の遊休農地も利用権設定を可能に
法 ○農地転用規制の厳格化
改 ・国都道府県による公共施設への転用も許可対象に

農 振 制 度 正 ・違反転用の罰則強化
・違反転用に係る原状回復に行政代執行制度を整備

H17 H21

農 ○遊休農地の解消を図る特定利用権制度を 農盤法 ○農地利用集積の推進
振 農業経営基盤強化促進法へ 業強改 ・農地利用集積円滑化事業の創設
法 経化正 ○農用地利用集積計画の策定の円滑化
改 営促 ・共有農地に係る利用権設定を持分１／２超で可能に
正 基進

H21

農 ○農用地区域からの除外の厳格化
振 ・担い手に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがある場合は除外不可
法 ○公共施設の開発行為への法定協議制度の導入
改
正

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
主 食料自給率（供給熱量自給率：％） 40 39 40 41 40 39 39
要 耕 地 面 積（８月現在：千ha） 4,692 4,671 4,650 4,628 4,609 4,593 4,561
農 耕地利用率（％） 93.4 93.0 92.6 92.2 92.1 92.2 91.9
業 農 地 価 格（千円／10ａ）
指 中 田 1,553 1,505 1,470 1,441 1,388 1,363 1,340
標 中 畑 1,071 1,036 1,014 998 972 957 942（

農 家 戸 数（千戸） 1,963 1,881 1,813 1,750 1,699 1,631 1,561
全 耕作放棄地（千ha） 386 － － － － 396 －
国 不 作 付 地（千ha） 201 － － － － 203 －）



H24 H25 H26 H27 H28

農業をめぐる情勢 大震災後の復興需要 日本経済再生に向けた緊急経済対策「３本の矢」 ＴＰＰ交渉大筋合意

ＴＰＰ交渉、日豪ＥＰＡ交渉

農 政 の 方 向
○攻めの農林水産業 ○新たな農業・農村政策（４つの改革） ○「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」の決定 〇農業競争力強化プログラムの改訂
「農林水産業・地域の活力創造プラン」策定 ・農地中間管理機構制度の創設 ○農協改革による組織体系のあり方の見直し ・生産資材価格形成の仕組み見直し

○産業競争力会議 ・経営所得安定対策の見直し ○農業委員会制度の制度の見直し ・流通・加工の業界構造の確立
○規制改革会議 ・水田フル活用と米政策の見直し ・生乳流通改革 等
・農政改革に関する意見 ・日本型直接支払制度の創設

○国家戦略特区
・農業委員会と市町村の事務分担
・農業生産法人の６次産業化推進

農 地 制 度 H25

農推 ○農地中間管理機構による農地中間管理
地進 権の取得及び農用地利用配分計画によ
中に る貸し付け

権 利 移 動 間関 ○農地保有合理化法人制度の廃止
管す
理る
事法 H27
業律
の成 農 ○農業生産法人の呼称を農地所有適格法

農業生産法人 立 地 人に変更
法 ○農地所有適格法人の農外議決権を2分
改 の1未満まで拡大、理事等の農作業従
正 事要件を１人以上に緩和

農 ○遊休農地対策の強化
地 ○農地台帳の法定化
法
改
正

農 地 転 用 第 〇4ヘクタールを超える転用を知事許可
五 に変更
次 〇農地転用に係る事務・権限を委譲する
地 指定市町村を創設
方
分
権
一
括

農 振 制 度 法

H24 H25 H26 H27 H28
主 食料自給率（供給熱量自給率：％） 39 39 39 39 38
要 耕 地 面 積（８月現在：千ha） 4,549 4,537 4,518 4,496 4,471
農 耕地利用率（％） 89.3 89.2 91.8 89.0 89.2
業 農 地 価 格（千円／10ａ）
指 中 田 1,283 1,301 1,296 1,270 1,256
標 中 畑 908 950 942 924 910（

農 家 戸 数（千戸） 1,504 1,455 1,412 1,330 1,263
全 耕作放棄地（千ha） － － － 423 －
国 不 作 付 地（千ha） － － － 128 －）



H29

農業をめぐる情勢
日ＥＵ・ＥＰＡ交渉妥結

ＴＰＰ１１大筋合意

農 政 の 方 向
○「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」
を改訂した「総合的なＴＰＰ等
関連政策大綱」を決定

農 地 制 度

権 利 移 動

農地所有適格法人

農 地 転 用

農 振 制 度

H29
主 食料自給率（供給熱量自給率：％）
要 耕 地 面 積（８月現在：千ha） 4,444
農 耕地利用率（％）
業 農 地 価 格（千円／10ａ）
指 中 田 1,207
標 中 畑 891（

農 家 戸 数（千戸） 1,200
全 耕作放棄地（千ha） －
国 不 作 付 地（千ha） －）


